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令和５年第５回京田辺市教育委員会定例会会議録 

 

日 時 令和５年５月１７日（水）午前１０時００分 開会 

                午前１１時０５分 閉会 

 

場 所 京田辺市役所３０５会議室 

 

会議日程 

 日程第１  教育行政報告 

 日程第２  報告第１０号  京田辺市立学校の児童生徒数推計について 

 日程第３  議案第２８号  京田辺市共同学校事務室設置方針について 

 日程第４  議案第３６号  京田辺市教育委員会が保有する個人情報の保

護に関する規則の制定について 

 日程第５  報告第１１号  第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計

画に基づく市立保育所の統合について 

 日程第６  議案第２９号  学校評議員の委嘱について 

 日程第７  議案第３０号  京田辺市就学相談委員会委員の委嘱等につい

て 

 日程第８  議案第３１号  京田辺市教育委員会ハラスメント苦情処理委

員会委員の委嘱等について 

 日程第９  議案第３２号  学校運営協議会委員の委嘱等について 

 日程第１０ 議案第３３号  京田辺市社会教育委員の委嘱について 

 日程第１１ 議案第３４号  京田辺市生涯学習推進協議会委員の委嘱につ

いて 

 日程第１２ 議案第３５号  京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について 

 日程第１３ 協議      令和５年度田辺小学校北校舎棟長寿命化改修

工事請負契約について 

 日程第１４ 協議      令和５年度京田辺市一般会計補正予算（第３

号）について 
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出席者 

教育長 山岡  弘高 

委員（教育長職務代理者） 西村  和巳 

委員 藤原  孝章 

委員 上村  真代 

委員 伊東  明子 

 （事務局出席職員） 

教育部長 藤本  伸一 

教育指導監 上原  正章 

こども・学校サポート室総括指導主事 勝又   靖志 

学校教育課長 田原   暁 

学校給食課長 西村   明 

中央図書館長 釘本  容子 

こども政策監 釘本  幸一 

輝くこども未来室担当課長 内野  文彦 

 

 （事務局書記職員氏名） 

   教育総務室担当課長補佐        出島  ケイ 

   教育総務室再任用主査         鈴木  勝浩 

 

 

会議の要旨 

○開会宣言 

 教育長が開会の宣言をした。 

 

○日程第１ 教育行政報告 

［報 告］事務局 

 前回の会議以降の教育行政関係行事及び議会審議状況の報告を資料配付に

より行った。 

 また、教育長より次の事項について補足説明があった。 

 ・４月２１日に令和５年度第１回山城教科用図書採択地区協議会があった。

今年度は小学校教科用図書の採択年であり、教育委員会で決定することと

なる。 

 ・４月２６日に令和５年度第２回京田辺市教育委員会臨時会で「児童生徒数

の偏在解消に向けて短期的に解決すべき課題への基本的な方針」を決定し

ていただいた。 
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 ・５月１日の上村市長２期目の初登庁に伴い臨時経営会議が開催された。 

 ・５月１０日に臨時の校長会議において「児童生徒数の偏在解消に向けて短

期的に解決すべき課題への基本的な方針」を説明した。 

 

［質 疑］ 

  なし 

 

○日程第２ 報告第１０号「京田辺市立学校の児童生徒数推計について」 

［報 告］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（伊東委員） 

  これまでにもこのような推計は行ったことがあるのか。 

（事務局） 

  過去２回行っている。 

（西村委員） 

  田辺中央北地区の新市街地部分に関しては、推計に含んでいないというこ

とだが、規模的に見て、田辺中学校区の児童生徒数に影響を与えるものと推察

する。どの程度を見込んでいるのか。特に駅前ということから若年層とりわけ

学齢期の子どもを持つ世帯の転入も考えられることから、十分配慮しながら

進めてほしい。 

（事務局） 

  当該地区の開発については、住宅地の開発を主たる目的とするものではな

く、その多くが事業用の用途となっており、本市の複合型公共施設や商業施設

が整備されるものである。しかしながら、一部において住宅の建設が見込まれ、

集合住宅等も含めた規模が未定であることから、関係部局とも連携し、情報収

集に努め、動向も踏まえた必要な対応を随時行い、学校運営に支障のないよう

取り組んでいく。 

 

○日程第３ 議案第２８号「京田辺市共同学校事務室設置方針について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 
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［質 疑］ 

（藤原委員） 

  共同事務室の設置に向けては、それまでの過程において、学校現場の事務職

員へのヒアリングなど、意見を踏まえたものとしてほしい。 

（事務局） 

  具体的な制度設計に当たって、学校の事務職員も含めた検討チームのよう

なものを立ち上げて進めていく予定をしている。 

 

［採 決］ 

 採決の結果、原案どおり可決された。 

 

 

○日程第４ 議案第３６号「京田辺市教育委員会が保有する個人情報の保護に

関する規則の制定について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

  なし 

 

［採 決］ 

 採決の結果、原案どおり可決された。 

 

 

［会議の非公開］ 

 日程第５から日程第１４までについて、教育長が議事の内容を踏まえ、会議を

非公開とすることについて提案し、委員全員から同意が得られたため、会議を非

公開とすることとなった。 

 

○日程第５ 報告第１１号「第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画に基

づく市立保育所の統合について」 

［報 告］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 
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［質 疑］ 

（藤原委員） 

  それぞれの施設の跡地利用の計画はあるのか。 

（事務局） 

  現在のところ未定である。南山保育所については、施設の老朽化や周辺住宅

のこともあり、解体すべきと考えている。河原保育所分園については田辺東幼

稚園の施設の一部を分園としていることから、今後の田辺東幼稚園の取扱の

中で検討が必要と考えている。 

（西村委員） 

  田辺東幼稚園を含め、この地域については、人口減少が見込まれていること

から、教育施設全体の有り様について、今後どう考えていくのか、教育委員会

としても検討していくことが必要である。 

 

○日程第６  議案第２９号「学校評議員の委嘱について」 

○日程第７  議案第３０号「京田辺市就学相談委員会委員の委嘱等について」 

○日程第８  議案第３１号「京田辺市教育委員会ハラスメント苦情処理委員

会委員の委嘱等について」 

○日程第９  議案第３２号「学校運営協議会委員の委嘱等について」 

○日程第１０ 議案第３３号「京田辺市社会教育委員の委嘱について」 

○日程第１１ 議案第３４号「京田辺市生涯学習推進協議会委員の委嘱につい

て」 

○日程第１２ 議案第３５号「京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について」 

 

 これら７件について教育長から一括議題とする提案があり承認された。 

 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

  なし 

 

［採 決］ 

 議案ごとに採決の結果、いずれも原案どおり可決された。 
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○日程第１３ 協議   「令和５年度田辺小学校北校舎棟長寿命化改修工事

請負契約について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（西村委員） 

  工事関係車両の校内への進入ルートはどうなっているのか。小学校だけで

なく幼稚園も含めた登下校や校庭での活動の安全に配慮されたい。 

（事務局） 

  正門からグラウンドへの車両の通行路を設ける。児童等の安全に十分配慮

する。 

 

○日程第１４ 協議   「令和５年度京田辺市一般会計補正予算（第３号）に

ついて」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（藤原委員） 

  培良中学校の特色化に関わる予算のうち、参考資料にある「予算外事業」と

いうのはどういう意味か。 

（事務局） 

  予算を伴わないで実施できる事業として、田辺高校や同志社大学との連携

の中で取組ができるものを現在調整している。必要に応じ、既決予算の範囲で

対応することも考えられる。 

（藤原委員） 

  こうした、学校が新たな事業にかかわっていく場合、先進事例の研修に係る

教職員の出張経費も盛り込んでいくことも考えてはどうか。 

（事務局） 

  府費負担教職員に係る出張旅費については、基本は府費負担となるが、必要

に応じ、市の公用車の活用等などの工夫ができるものと考えている。 

（西村委員） 

  市独自の事業の取組として特色化を進めるということでもあり、従前の研
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修の枠組みを超えた知識を得ることも必要になってくることから、市の負担

についても検討してはどうか。 

（藤原委員） 

  こうした事業を進めることは、「人づくり」でもあるので、市としてのサポ

ートが必要と考える。 

（教育長） 

  市が経費を支出する根拠を明確にしておくことが必要であるので、教職員

が研修したいという思いを大切にしながら、その根拠付けや工夫をしていく

という考え方で進めたいと思うが事務局としてはどうか。 

（事務局） 

  そのように進めたい。 

 

［会議を非公開とすることの終了宣言］ 

 非公開事件の議事日程が終了したため、教育長が、会議を非公開とすることの

終了を宣言した。 

 

○その他 

 附議事件とは別の報告として、次の事項について事務局から報告があった。 

 ・令和４年４月１日施行の民法改正により成年年齢が引き下げられたことに

伴い、本市教育委員会の事業として、成人になる市民に向けて市長からのメ

ッセージを昨年度から送付しているが、本年度においても、本年度内に１８

歳になる方、約８００人を対象に５月末に郵送することとしている。 

 

 

○閉会宣言 

 教育長が閉会の宣言をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 


